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‘
出
来
高
針
叉
ハ
定
額
ノ
賃
金
ユ
ア
他
人
ノ
計

算
ノ
矯
メ
働
ク
所
ノ
労
働
者
及
徒
弟
、
及
私
人
ノ
家
内
ニ
勤
務
ス
ノ
者
自
渡
船
共
他
ノ
圏
庫
的
牧
入
叉
ρ

市
ノ
川

，Y
)

 

算
ノ
矯
メ
-
一
課
セ
ラ

y

y
所
ノ
賦
課
物
ノ
受
負
若
げ
横
山
業
日
一
従
事
ス
Y

勢
働
者
叩
農
業
叉
ρ

工
業
ニ
使
用
λ

y

馬
ヲ
唯
ダ
時
折
貸
ス
所
ノ
私
人
等
ガ
列
車
争
セ
ヨ
レ
タ
。
同
園
ノ
新
シ
イ
替
業
税
法
一
ア
兎
税
サ
Y

ヘ
ク
明
指
サ
レ
タ

/
ρ

農
林
業
、
賃
金
手
首
俸
給
ニ
ヨ

Y

職
業
、
私
滋
師
等
」
7
、
締
護
士
公
誼
人
欝
師
ノ
如
キ
』
此
兎
税
職
業
ノ
中

-
一
一
致
エ
ラ
:
プ
居
一
フ
ナ
ィ
。
旬
牙
利
ノ
伊
豆
。

E
一2
5
z
m円

0
2
0
「
亦
タ
商
エ
業
ト
共
-
一
醤
師
締
護
士
教
師
等
ヲ
モ
課

税

v
、
な
っ
き
号
ノ
古
キ
管
業
部
叩
亦
タ
癖
護
士
欝
師
装
術
家
私
教
師
及
各
種
会
勤
務
者
三
マ
デ
モ
及
Y

デ
居
y
t

品商

晶
官
業
税
チ
賦
課
ス
へ
キ
替
業
ノ
範
闘
品
ア
論
ア

占，、

説

第
五
鼻
咽

(
第
二
蛾

五

Hoffmann， Die Lehre von den 印刷.1ern目 5.， 198-9-Bergius. Grundsatze c1er 
Fw. S. 328. Paricu， Traite des impots. 2 ed. 1. p. 336-7 
Heckel， Lehrbuch. I. S. 296. Eheberg. Fw. 9 Aufl. S. 235 Derselbe， Gew-
erbest. (c<;mrad. Hwb. IV. S. 1040) .Bayeriscl1cS Gewerbesteuergesetz 
(Finanzarchiv. Bd. XXIX S. 398.) 
Hoffm叩 n，Die verschiec1enen Methoden c1er rationellen Gewerbeb田，tellerung
(Zcitschrift f. d. g. Srilatsw. 1850. S. 693.) 
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~~ 

説

凪
百
業
融
チ
賦
課
守
二
キ
借
業
ノ
範
閲
チ
論
メ

第
五
巻

(
錆
ニ
就

，、

方

第
二
段

理
論
ヨ
リ
硯
タ
ル
帥
営
業
税
ノ
帥
営
業
範
固

意

一
楼
業
枕
ノ
管
業
ト
イ
プ
詞
ρ
偽
語
ノ

]
U
E
2
5
英
語
ノ

σ
5一
固
め
出
ノ
詩
語
ト
イ
フ
ヨ

F
丹
、
濁
逸
話
ノ
の
刊
号
可
町
内

(
允
モ
填
-
-
7
ρ
開
ヨ
刊
号
ヲ
用
ユ
)
/
謬
語
ト
イ
7
~
キ
デ
ア
ラ
ゥ
。

-

の

コ
然
-
一
ア
バ
此
の

2
2
g
'
P
イ
ア
詞
二
例
フ
意
昧
月
戸
カ
ト
イ
7
ト
、
之
ニ
ρ
一
克
確
固
タ
Y
意
義
ヲ
侠
で
郎
チ
此

ガ
浮
動
λ
y
腕
ノ
意
義
ヲ
有
テ
、
法
律
二
股
ア
其
ガ
警
察
よ
ノ
目
的
ヲ
モ
ツ
ャ
、
商
法
上
ノ
ヵ
、
枕
法
上
ノ
カ
ニ

ヨ
ツ
ア
範
闘
が
異
リ
、
而
毛
一
租
税
法
上
-
一
一
一
ア
モ
其
純
闘
7
一
概
-
-
イ
フ
コ
ト
川
出
ナ
イ
。
夫
ノ
詞
一
-
ハ
エ
業
ト
イ

其

瞥

業

ノ

義

プ
意
義
-
一
俊
ρ
F
戸
川
場
合
モ
ア
で
刀
(
設
二
、
其
刀
税
法
よ
ニ
ρ
用
例
ガ
ナ
ィ
。
濁
逸
J
プ
ρ
兎
モ
角
、
日
本
語
ト
ジ

7
A
一
瞥
業
ト
イ
プ
調
一
一
工
業
ノ
ミ
ヲ
意
味
サ
ス
y
j
ρ

可
笑
V

イ
。
デ
A
税
法
上
ノ
笹
業
ナ
y
詞
ρ
最
康
ク
イ
~

ハ
轡
利
ヲ
自
的
ト
ス
庁
生
業
、
交
通
経
憐
-
一
於
-
7
報
償
ヲ
奉
ン
ト
月
Y
業
憶
ト
デ
モ
イ
ア
ベ
ク
(
註
二
)
、

B
精
狭
ク

厳
格
4
7
4
へ
パ
共
ノ
特
ニ
企
業
的
-
一
行
ρ
F
Y
モ
ノ
、
卸
チ
詐
シ
ク
イ
へ
バ
資
本
ト
務
カ
ト
ヲ
結
ム
ロ
シ
ア
答
利
ノ

錦
メ
ュ
一
行
円
Y
戸
業
瞳
ト
イ
フ
へ
キ
デ
ア
庁
(
註
二
一
)
、

c或
ハ
更
-
一
之
ヨ

P
毛
狭
ク
市
間
五
業
及
附
属
諸
業
ト
解
す
F

Y
コ
ト
ガ
ア
竺
註
困
)
。
併

γ
其
ρ
沿
革
上
ノ
解
禅
J
7
、
此
ニ
確
固
夕
立
坦
論
上
ノ
根
榛
ア
Y
葎
デ
ナ
イ
。

(
註
三
ぷ
ゆ
っ
ひ
め
l
《
日
ぇ

の
0
5
w
門
官
ト
イ
フ
詞
ハ
普
通
ノ
用
語
ニ
テ
モ
、
亭
同
上
ニ
テ
宅
、
一
一
ノ
異
y
タ
ル
意
誕
チ
有
ッ
。
一
ハ
歴
奥
相

Ho百mann，Die Zt11assigkeit eineτlandwirtschaft1ichen Gewerue坑euernebcn 
der Grundsteuer. (Zeitschrift f. d. g. 5tw. 1854. S. 307.)Pfe】出er，a.a.O. S， 210 
Huffmann， ebenda. 
Ho百'mann，ebencla. Derselbe， Die verschiedenen Methoden etc. (Z. f. dε 
Stw. 1850. S. 685.) Rau， u. a. O. S. 123. Roscher， System d. Fw. 5 Aufl. 1 
S. 5回 i

Rau. ebenda. Hoffmann. Die verschiedenen Methoden etc 
1850. S. 680) 
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割
的
、
他
戸
経
済
絡
調
的
ノ
宅
ノ
デ
ア
ル
。
而
γ
テ
後
者
一
一
一
プ
ρ

工
業
ナ
指
丸

h
o

(
註
二
)
、
、
ん
ら

I
s
r、
加
官
業
ト
二
股
愛
港
一
一
於
ク
ル
干
曳
ユ
ヨ
叫
ヲ
テ
ム
市
ハ
ル
ル
所
ノ
、
縫
縞
的
一
一
調
立
V
且
グ
許
容
セ
ヲ
レ
タ
ル
、
笹
利
ノ
目

叩
仰

的
ノ
満
メ
ノ
行
篤
デ
ア
ル
ト
イ
ア
ノ
て
多
分
比
意
義
ヂ
ア
ラ
ウ
ト
息

7
Y
、
其
ノ
燭
立
ト
イ
フ
詞
ノ
意
味
如
何
ユ
ヨ
ツ
テ
ハ
別
ノ
意
味
ニ
宅
取

1
0
7
Y虞
義
-
一
」
干
品
集
ト
円
高
館
ヲ
ル
目
的
ノ
漏
メ
エ
報
酬

Z
Z目
的
タ
ラ
ザ
ル
行
潟
-
一
封

3
テ
、
物
財
ノ
獲
得
テ
目
的

l
ル

ノ
業
扮
ト
イ
フ
タ
ノ
ヤ
不
完
全
ナ
ル
用
語
T
P
ア
ル

Y
、
大
組
本
文
ノ
意
味
ニ
該
首
F

ル
。
日
中
っ
日
め
I
ず
口
m
毛
主
婦
一
二
一
襲
ア
リ
ト
ジ
、

歴
真
相
劃
的
ノ
意
義
一
一
テ
ハ
財
ノ
猫
得
ノ
目
的
-
一
テ
職
業
的
ニ
行
ハ
レ
タ
ル
一
定
ノ
行
局
ト
イ
ヒ
、
此
意
義
ノ
瞥
業
日
一

ρ

職
業
附
分
業
ト
交
謡
曲
・

3
 

替
利
可
能
子
前
提
十
V
、
此
職
業
的
地
宵
働
が
企
業
附
魁
醤
-
一
テ
現
ρ

ル
ル
必
要
7

V
ト
町

yaT
ノ
ρ
本
支
ノ
意
除
-
一
首
ル
炉
如
ク
デ
ア
ル
'y
、

併
V
之
ニ
糊
聯
V
テ
彼
Y
E
-
一
農
業
=τ

賂
附
、
著
遡
単
、
掛
護
士
等
毛
此
意
義
ノ
磐
粟
-
一
古
マ
ル
ル
ト
イ
A

L

N

マ
デ
ハ
頁
イ

Y
、
川
単
ナ
ル
白
軸

生
産
げ
い
僕
排
勤
務
且
日
雇
ノ
行
偶
何
役
人
ノ
職
業
的
行
鴻
刊
私
人
ノ
各
箇
的
瞥
利
行
漏
例
之
利
益
A

得
テ
家
臣
ノ
建
築
叉
ハ
責
却
、
室
ノ
貸
竹
、

動
産
ノ
費
却
叉
ハ
貸
付
(
尤
主
宰
柑
叉
ρ
貸
付
ノ
目
的
一
一
テ
家
屋
干
建
築
λ

ル
所
ノ
都
市
的
建
難
企
業
者
二
皆
業
者
デ
ア
ル
。
貸
本
屋
、
柴
器
貸

業
、
臨
間
貸
業
宅
ー
亦
然
リ
)

5
圃
家
仔
満
(
此
ず
本
来
ノ
岡
呆
目
的
ノ
賀
行
一
一
向
ケ
ラ
ル
ル
ダ
ク
デ
ρ

)

(

充
毛
固
有
林
、
固
有
工
場
、
錨
道
、

旬

銀
行
ノ
経
営
ハ
困
借
業
ト
イ
フ
)
戸
替
業
中
二
算
入
セ
メ
ト
イ
ソ
タ
ノ
ニ
て
彼
ノ
定
義
一
一
正
確
】
一
泊
合
包
ザ
ル
嫌
ア
ル
宅
ノ
ず
ア
ル
。
全
グ
此

魁
P

賞
際
ノ
慣
行
一
一
拍
泥
ジ
タ
ル
ヨ
升
ナ
ラ
ヌ
ロ

(
註
=
一
)
構
築
枕
ノ
替
業
テ
此
意
義
ニ
僻
uv

タ
ル
串
市
ハ
最
多
ィ
。
例
之
ら
う
戸
挟
轟
ノ
管
業
デ
ρ
単
純
ナ
ル
賃
取
労
働
Y
排
除
セ
ラ
レ
、
資
本
ノ
助

4
7
以
テ
替
マ
ル
ル
笹
利
事
業
ノ
一
ミ
ず
管
業
ト
梢
セ
ラ
ル
ル
ロ
随
ざ
す
此
ρ
企
業
一
一
外
ナ
ラ
ナ
イ
。
一
部
ハ
使
用
吋

ν
タ
ル
資
本
一
=
掛
ル
所
ノ
所
得

チ
生
λ

ル
宅
ノ
デ
ア
ル
υ
此
狭
義
-
一
於
ケ
ル
一
管
業
酷
ρ

随
フ
テ
企
業
者
ユ
課
セ
ラ
ル
ル
所
，
砥
T
ア
ル

l
イ
ヒ
、
う
ん
ぷ
え
ん
ば
っ
は
ハ
瞥
業
一
7

ハ
其
噛
径
一
一
二
各
筒
ノ
生
産
元
素
/
利
用
/
介
、
企
業
利
得
モ
ア
ル
。
ー
ー
桂
昌
増
税
義
務
ア
ル
牧
盆
ハ
A
V
業
利
得
ト
各
筒
ノ
生
産
要
素
ノ
利
用
ト

ヨ
リ
成
ル
ト
イ
勺
こ
っ
苫
ρ

鋼
立
ノ
帥
開
業
的
企
業
ノ
魁
瞥
ヨ
り
生
町
ム
ル
宅
ノ
チ
耐
営
業
収
盆
T
イ
ヒ
、
其
骨
業
取
益
円
混
性
的
ァ
、
資
本
労
力
及

鈍

企
業
利
相
ヨ
リ
生
ス
ル
ト
イ
布
、
ぇ
l
ベ
ゐ
日
亦
タ
管
業
収
益
ρ
持
働
収
益
、
資
木
両
判
子
及
企
業
利
得
ヨ
リ
混
成
λ

ト
イ
モ
め
い
・
ぜ
ん
は
ゐ
さ

モ
亦
タ
替
業
税
ハ
資
本
利
子
課
税
卜
企
業
利
得
課
税
卜
ノ
三
重
税
チ
代
表
ス
ト
イ
ヒ
、
へ
づ
げ
る
P

此
耽
ノ
租
税
発
明
P

凡
へ
テ
ノ
笹
業
的
企
業

言骨

倍
業
税
チ
賦
課
ヲ
ニ
キ
帥
官
業
ノ
範
囲
チ
論

a

ス

(
靖
ニ
醗

七

占ノ、

第
五
巻

設

Eheberg， Gewerbesteuer (仁omac¥， Hwb. 1 V. S. 1050.) 
Hoffmann， Dle ZuJassigkeit etc. (Z. f. g. Stw. ，854. S. 3OJ.) 
Beaulieu， Tl'aite de la science des 白nallces.Sed. 1. P目 413.NiUi， l~rillcipes 
de s. ience des凸nances.p. 469 
F111sting. Gl'undzii定eder -Steuer1ehre. S. 326. Eheberg. Gewerbestel1er. (Co-
nrad， Hwb. IV. S. r046) 
Pfeiffer， a、a.0， S. 216-7. Hoffmann， Die verschiedenen Methoden etc. (Z. 
f. g. Stw. 1850. S. 674.) 
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八
)

羽

一
一
氏
デ
ト
イ
ヒ
、
皆
業
収
益
ハ
人
的
舟
力
/
聖
位
ト
笠
宮
岡
定
官
民
連
栂
資
芥
ノ
利
用
恥
ヨ
リ
成
ル
ト
イ
7
0
此
替
業
収
益
ノ
人
的
物
的
両
元
素

叩

d
q
成
ル
コ
ト
ハ
一
々
ハ
辿
へ
ナ
ぺ
ず
其
他
多
披
/
盛
者
ノ
認
ム
ル
所
デ
ア
ル
。
間
り
ぴ
1
る
ぎ
っ
く
円
借
業
利
得
ハ
企
業
者
ノ
人
的
行
届
ノ
報

酬
ト
企
業
ニ
パ
桔
付
ク
ル
損
失
危
隙
ノ
暗
臥
ト
デ
ア
ル
ト
イ
フ
テ
、
資
本
利
子
チ
除
升
y

ル
山
川
、
兎
宅
角
替
業
チ
企
業
ト
認
メ
タ
ル
コ
卜
ニ
日
間
テ
ハ

前
数
者
ト
挟
チ
一
一
一

γ
テ
陪
作
。

音曲

;説

品
官
業
税
テ
賦
課
λ

~

キ
替
業
ノ
組
国
チ
論
メ

(
第
二
披

一
大
回

第
五
迩

(
註
回
)
例
之
こ
ん
ら
I
ざ

Y
立
法
ハ
租
税
目
的
ノ
潟
メ
ニ
替
業
チ
狭
キ
意
義
ニ
子
理
解

v
、
原
始
産
業
止
自
由
峨
業
チ
排
除
F

卜
イ
ヒ
、
え
l
eへあ

ひ
ず
部
設
ス
ヘ
キ
偉
業
l
u
v
一γ
人
P

通
例
、
此
W
手
工
業
、
家
内
L
業
、
工
場
工
業
、
大
小
商
業
、
運
送
、
保
隙
叉
ハ
文
他
ノ
企
業
ニ
硯
ハ
ル
ル

組

チ
間
ρ

犬
、
詞
ノ
蔚
キ
意
味
ュ
於
ケ
ル
凡
さ
ア
ノ
耐
世
間
業
的
掛
皆
(
げ
、
2
1
ゐ
ベ
ベ
さ
り

1
ぺ
)
主
不
ス
ト
イ
フ
、
モ
亦
タ
比
意
義
一
一
品
川
一
ア
デ
ア
ル
。

三
以
上
三
犠
ノ
解
明
仲
ノ
中
、
執
レ
弓
探
戸
へ
キ
カ
ρ

絶
血
剖
日
一
決
定
ス
士
ア
得
ス
。
併
シ
替
業
枕
ヲ
租
捻
州
系
由
・
ノ

一
成
分
ト
ジ
ァ
、
他
種
ノ
直
接
枕
特
一
一
他
牧
盆
枕
ト
ノ
関
係
上
ヨ
ワ
(
註
五
)
、
卸
チ
牧
盆
源
ノ
性
質
-
-
基
キ
テ
租

和
四
ヲ
分
科
三
宜
一
四
叫
ニ
謀
李
一
一
一
戦
重

7
附
ゲ

Y
J知

j

二
註
大
)
、
笹
業
税
7
人
的
物
的
両
元
素
ヲ
結
合
ス
戸
企

業
税
ト
翁

γ
、
旬
チ
並
(
耐
官
業
ヲ
第
二
義
一
一
解
月
戸
コ
ト
ト
ジ

-7
、
土
地
家
屋
資
本
-
一
課
ス
戸
地
租
家
屋
物
資
本
利

•• 

子

枕
-7
プ
物
的
元
素
ノ
勝

ν
ル
検
ト
、
帥
貯
働
牧
盆
枕
(
或
ρ

租
枕
膿
系
中
-
一
之
ヲ
繰
ク
コ
ト
モ
出
来
七
勢
働
牧

盆
ヱ
ハ
塑
-
二
般
的
ナ

Y
所
得
枕
ノ
一
ヲ
賦
課
λ

F

ト

4J-7
モ
一
艮
イ
)

7

7
人
的
一
五
素
/
勝

v
w
枕
ト
ノ
中
間
的

/
霊
ナ
ノ
枕
ト
ス
ヘ
キ
デ
ア

y
o
尤
モ
重
人
的
牧
盆

l
偏
物
的
牧
盆
ト
物
人
並
行
的
牧
盆
卜
ノ
限
界
ハ
資
際
ニ
ハ

決

v
-
7
明
確
十
作
モ
ノ
デ
ナ
イ
c

替

業

者

ハ

物

人

並

行

ト

イ

フ

ガ

、

大

規

模

侍

業

ト

ナ

レ

て

物

的

一

五

素

ガ

勝

戸
コ
ト
ュ
ナ
リ
、
小
規
模
瞥
業
ト
ナ

v
て

人

的

元

素

ガ

勝

戸

コ

ト

ニ
ナ
戸
(
註
七
)
、
地
主
屋
主
資
本
主
ノ
牧
盆

Oesterreichiscl¥es Gesetz betre[-[end die direklt:n Personalstel1ern. (Flnan 
zarchiv. Bd. X1V S. 1 T 5-6.) I--Ieckel， Lehrbuch. 1. S. 298. Ehebcl'g， Gewer 
besteuer. (Conrad， Hwb. IV. S. 1049.) 
Eheberg， G凸，verbesteuel'. (Conrad， ebenda. S. 1?50.) 
Ho町mann，Die verschietle司、enMethoden etc. (Z. f. g. Stw. 1850. S. 680) 
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ヲ
翠
ク

Y

ノ
片
偏
物
的
い
イ
プ
ア
毛
、

金
ク
人
的
努
力
ナ
ジ
ト
イ
プ
ヲ
ト

ρ

出
来
ナ
ィ
。
唯
タ
人
的
成
分
ガ
少
イ

ト
イ

7

7
デ

デ

ア

戸

。

但

資
本
主
ノ
一
部
タ
戸
動
的
物
件
ノ
貸
付
ヲ
業
ト
ス
ル
者
ノ
如
キ
ニ

ρ

其

設

備

瞥

業

方

法
ニ
於
一
ア
資
本
主

h
r
v
-
7
取
扱
プ
ヨ
リ
ハ
、
管
業
主
ト
ジ
ア
笹
業
枕
ヲ
賦
諜
ス

N

コ
ト
ノ
穣
営
ト
認
ム
ヘ
キ
ガ
ア

戸
(
註
入
)
。
重
人
的
政
盆
ニ
ア
モ
高
級
・
吏
員
ノ
俸
給
ノ
如
キ
、
之
ヲ
牧
得
ス
戸
コ
ト
ト
ナ
ル

7

J
ア
ニ

ρ
E額
ノ

資

本

/
下
サ
v
v
タ
所
デ
ア
リ
、

之
品
資
本
利
子
-
一
ι
官
庁
モ
ノ
ア
リ
ト
毛
イ

ρ

戸
戸
が
、
併

v其
ρ

修
業
等
-
一
於
ケ

Y
資

本

ト

ρ

意
義
ヲ
呉
-
一

Y
-
7
、

仮

令

共
4

一
資
本
ず
潜
在
Z

F

Z

セ
ヨ
、
長
早
人
間
ノ
身
穏
生
命
一
一
固
著

v
-
7
離
片
九

カ
ラ
ザ
庁
関
係
同
一
立
て
其
人
ノ
健
康
生
存
」
一
ヨ
リ
-
一
7
消

長

Z

Y

ヲ
菟
レ
ザ

w
所

ユ

コ

之

ヲ

重

人

的

収

盆

ト

シ

7
下

級

東

員

叉

ρ

勢

働

者

ノ

奉

グ
u
f
u
収
盆
ト
同
一

F

一
扱

7

7
一
良
イ
(
註
九
)

。
就
レ
ニ
セ
ヨ
各
種
牧
盆
/
分
界
ハ
明

確
デ
ナ
イ
カ
一
フ
、
税
法
ニ
於

7
遁

賞

ニ

決

定

ヲ

奥

フ

戸

ノ

外

ρ

ナ
イ
(
註
一

O
)
。

民
註
現
)

へ
つ
げ
る
山
日
夕
、
悌
濁
ノ
税
法
ρ
僅
業
杭
テ
収
益
枝
卜
V
テ
成
形

v
b
'
h
我
邦
ノ
税
法
亦
然
り
。

L
え
ん
れ

l
土
器
業
杭
物
件
ノ
範
闘
ず
何
昆
マ
デ
及
プ
カ
ミ
他
ノ
敢
益
税
一
一
依
ル
捕
起
一
一
踊
九
ル
ト
イ
ヒ
、
ぼ
Z
ぐ
さ
円
此
-
一
於
ム
ツ

ル
岨
官
業
ノ
内
容
ハ
葉
他
ノ
政
一
批
税
及
所
得
税
ノ
成
形
一
一
係
ル
卜
イ
フ
テ
、
品
百
薬
読
ノ
盛
業

(
註
穴

間
乎
他
収
益
枕
ノ
施
回
一
一
係
ラ
V
メ
ヤ
ウ
ト
メ
ル

ず
、
此
二
百
チ
得
ヌ
。
ム
ジ
ロ
凡
へ
テ
ノ
収
盆
一
一
就
イ
テ
、
英
人
的
元
素
物
川
元
素
ノ
多
世
一
一
依
グ
テ
、
各
峨
誕
税
一
一
英
々
分
配
ス
へ
キ
モ
ノ
テ

ア
ル
。

{
註
七
ぜ

替
業
収
益
一
一
於
ム
グ
ル
資
本
利
子
卜
労
力
報
酬
卜
ノ
割
合
亡
企
業
ノ
規
模
ニ
ヨ
リ
異

t
比
べ
大
ナ
ル
宅
ノ
ハ
資
本
利
子
ノ
九
万
寸
大
デ
、
小

ナ
ル
ハ
人
的
報
酬
ノ
芳
子
割
合
一
一
大
イ
。

宮市

設

替
業
税
チ
賦
諜
ス
A

キ
管
業
ノ
細
菌
チ
論
メ

第
五
巻

(
第
二
璃

九
) 
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Conrad， Grundriss. Fw. 2 An且 s.57 
Rau， a.a.O‘ S. 114. (31 
B也cher，ebencla. (33 
Ud、pfenbach，Fw. S. 265-6. (35 
Ebebel'g， Fw. 0 Al1fl. S. 230. 
Elsenhart. Kunst der Best~uertlng. S. 60. 、

Heごkel.Lehrbuch. I. S. 286-7. Derselbe， Die Stellung etc. (F.f.A. ¥V. S. 109・)

Biicher， ebenda 
Kau， a. a. O. S. 114-5 
Cossa， Grundriss d. Fw. S. 91 

28) 
29) 
1¥0) 
日2)
:'.4， 
36) 
37) 
38) 



輪

第
五
巻

(
第
二
拙

的

一
ノ
寵
屋
叉
ρ

慰
多
ノ
家
居
ノ
貸
手
戸
館
、
ウ
デ
ナ
イ
ト
c
'押

(
註
八

替
業
枕
チ
賦
課
ス
人
キ
偉
業
ノ
範
閏
チ
論
犬

ら
っ
ハ
日
nJ
、
馬
、
書
籍
、
柴
器
、
家
具
等
ノ
貸
手
ハ
峰
業
省
T
ア
L
P
Y
、

説

O 

一
品
ハ
大

Y
一
層
大
デ
、
借
業
的
ニ
フ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ず
出
来
作
。

論
一
慨
ニ
ら
う
ノ
イ
フ
遁
リ
1
イ
へ
ナ
イ
ニ
セ
ミ
大
鰻
土
地
家
屋
/
貸
手
-
一
在
ツ
テ
円
偏
物
的
デ
ア
布
、
動
産
ノ
貸
手
ノ
場
合
ニ

ρ
人
的
努
力

ら
ラ
ハ
臼
グ
、
高
級
勤
務
ハ
智
識
及
熱
輔
チ
要
三
之
チ
待
ル

Y
粛
メ
ユ
戸
多
グ
ρ

費
用
ノ
カ
カ
ヅ
タ
宅
ノ
デ
ア
ル
。
併
V
此
チ
資
本
卜

(
註
九
)

イ
ア
テ
号
、
其
ハ
唯
非
固
有
ノ
意
義
ニ
於
テ
ノ
ミ
資
本
ト
イ
フ
へ
キ
モ
ノ
デ
、
多
グ
ノ
貼
ニ
於
テ
替
業
ノ
民
ノ
資
本
l

ハ
異
ク
テ
居
中
川
。
共
大
サ

ハ
同
一
ノ
所
得
ノ
諸
多
ノ
人
々
-
一
テ
頗
ル
不
同
テ
ア
て
某
経
柄
上
ノ
成
果
モ
抱
常
者
ノ
生
命
、
健
康
其
他
ノ
請
多
ノ
事
情
ニ
係
ル

H
o

(註

-
O
)
ふ
わ
い
ふ
め
l
p
日

え

資

本

γ
優
勢
チ
占
ム
ル
蕗
卜
、
労
力
ノ
優
掛
チ
占
ム
ル
蕗
卜
、
資
本
所
得
叉
ハ
持
力
品
川
得
ヨ
リ
モ
ム
V

ロ
盛

業
収
益
ず
優
勢
ナ
ル
蕗
ト
ノ
限
界
チ
引
グ
コ
ト
ハ
頗
ル
困
難
デ
ア
ル
。
法
律
ρ

併
ジ
此
Y
決
定
チ
奥
ヱ
ナ
ク
レ
パ
ナ
ヲ
ヌ

H
o
ら
う
弔
亦
日
f
、

偉
業
チ
一
方
ニ
上
級
及
下
級
ノ
賃
取
持
働
ヨ

t
他
方
一
一
利
子
チ
生
一

Z
所
ノ
資
本
ノ
車
ナ
ル
放
下

7
F関
Z
所
ノ
限
界
炉
、
法
律
一
一

7

テ
精
世
一
一
定
メ
ラ
レ
ナ
ク
レ
パ
ナ
ヲ
ヌ
ト
ポ
而
V

テ
ら
〕
白
ラ
ハ
各
種
ノ
生
業
中
盤
渠
暁
チ
課
〈
~
キ
器
禁
ト
斗
テ
下
ノ
如
キ
宅
ノ
チ
拳
ゲ
テ
陪

ル
。
山
土
地

z
l積
物
ノ
採
取
、
各
種
ノ
農
業
、
襲
、
削
工
業
|
|
手
工
業
、
工
場
工
業
、
建
築
工
業
、
飲
食
席
、
川
商
業
及
其
補
助
管

業

l
i荷
車
庫
、
舶
主
、
船
員
、
時
同
署
社
、
銀
行
城
、
銀
行
、
運
河
及
鍛
造
曾
一
世
、

4
勤
務
品
商
業
及
物
件
ノ
使
用
-
一
闘

Z
T、
例
之
貰
稼

馬
車
、
乗
合
馬
車
、
劇
場
、
野
獣
晃
セ
軌
、
湯
属
、
曲
馬
、
音
磯
削
、
理
髪
屋
等
、

5
混
性
的
瞥
業
倒
之
一
三
凶
チ
綾
子
タ
ル
居
酒
屋
及
族
館
、

削

二
三
チ
兼
子
ぷ
ル
灘
屋
、

6
危
険
ノ
措
首
ヨ
リ
利
得
チ
事
F
ル
偉
業
、
ル
町
災
、
出
棚
上
、
生
命
保
醐
等
、

其

ニ

農

業

及

其

他

ノ

原

始

産

業

一
農
業
ニ
就
イ

H

プ
ハ
い
或
ハ

1
丸
~
ア
之
-
一
修
業
税

7
課
ス
ヘ
シ
ト
イ
ヒ
(
註
二

)
2
或

ハ

凡

へ

ア

之

ユ

管

業

税

ヲ

課
ユ
へ
カ
ラ
ズ
ト
イ
ヒ
(
註
一
二
)
、

3
或
、
地
租
ノ
成
形
如
何
ニ
依
?
プ
経
業
枕
ノ
課
否
ヲ
定
ム
ヘ
シ
ト
イ
ヒ
(
註
一

号
、
ろ
反
-
一
或

ρ

1

自

作

農

ρ

終
業
税
ヲ
課
セ
ズ
箪
-
一
小
作
農
ニ
之
ヲ
謀
λ

へ
シ
ト
イ
ヒ
(
註
一
回
)
、

2
或

ρ

小

作
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農
円
仲
田
然
帆
官
業
税
ヲ
課
見
へ
キ
毛
、
自
作
農

』
地
租
ノ
成
形
-
一
三

9
7
課
否
ヲ
決
ユ
ト
イ
プ
ガ
ア
士
註
一
五
}
O

就
V

モ
地
租
-
一
山
到
4
A
F

見
解
ノ
相
違

4

一
閥
聯
ス
戸
。
併
ジ
既
戸
一
農
業
が
前
三
湛
ヘ
タ
Y
第
二
義
-
一
於
ケ
立
皆
業
ナ

戸
以
上
二
之
ヲ
修
業
枕
/
物
瞳
ト
ス
F

コ
ト
毒
毛
不
都
合
ハ
ナ
J

o

別
ユ
地
租
ガ
ア
ツ
一
プ
毛
、
地
租
ガ
地
代
一
一

封
ス
U
F

ノ
租
税

J

ア
ア
リ
、
土
地
所
有
こ
到
1

F

ノ
税
タ
戸
以
上
二
此
土
地
ヲ
用
ヰ
ア
更
ニ
他
ノ
資
本
勢
力
ヲ
加

エ
47
交
泡
経
済
て
一
於
7
笹
マ
レ
、
地
代
以
外
ノ
牧
盆
ア
生
ズ

ymノ
農
業
-
一
機
業
税
ノ
課
セ
ラ
戸
庁
コ
ト

J
理
論

上
宅
モ
差
支
ナ
ィ
。
別
-
一
地
租
ヲ
負
捨
ス
戸
土
地
ヲ
利
用
V
ア
行
P

U

F

F

商
工
業
-
一
替
業
税
ノ
課
セ
一
フ
Y

ル
ト
費

ジ
イ
{
註
二
C
。
い
ノ
1
ノ
誘
ノ
ア
庁
所
以
J
7
7
y
。
ぃ
ノ
2
ノ
読
が
農
業
日
一
凡
~
-
7
管
業
礎
ヲ
課
セ
ズ
ト
イ
7

ノ

つ
之
ニ
既
ニ
凡
へ

7
地
租
カ
負
拾
す
セ
ラ
レ
一
プ
居
Y

カ
-
フ
ト
イ
フ

ι
在
y
ヵ
、
小
作
農
ノ
如
ク
直
接
-
一
一
地
租
ヲ

負

A
T也
ノ
ニ
ジ
一
プ
、
而
モ
其
経
瞥
ヨ
リ
ジ
ア
時
-
一
大
ナ
Y

利
得
ア
暴
グ
一
ア
居
-
ア
モ
、
別
ニ
何
等
/
牧
盆
税
ヲ
負

川
只
ト
イ
プ
ノ
ρ

嘗
ヲ
得
ナ
ィ
。
自
作
農
ρ

別
-
一
地
租
ヲ
負
フ

7
P
居
戸
川
刃
、
其
ガ
墜
ニ
土
地
/
所
有
ニ
到
λ

戸

ノ
枕
ナ
ル
'
以
上
士
其
経
肺
門
昌
平
一
艶
ス
戸
別
ナ
Y

枕
J
N

課
セ
-
7
v
-
7
モ
不
嘗
J7

円
ナ
イ
。
唯
ダ
い
ノ
8
-一
イ
ヌ
ガ
如

ク
、
地
租
ノ
成
形
如
釘
ニ
ヨ
リ
卸
チ
此
一
方
躍
ユ
地
代
ヲ
課
税
λ

y
ノ
ミ
ナ
ヨ
フ
ズ
、
農
業
ノ
資
本
及
企
業
利
得
ア
宅

課
祝
R

U

F

ホ
ド
ナ
Y

場
合
-
一
円
、
共
上
戸
一
農
業

F

一
昨
営
業
挽
ヲ
諜
月
戸
ニ
及
バ
ヌ
ト
イ
ヌ
コ
ト
ρ

尤
モ
至
極
テ
ア
ツ

ァ
、
特
-
一
例
之
日
本
ノ
地
租
ノ
如
ク
其
ガ
割
合
-
一
重
イ
場
合
-
一
て
此
上
農
業
ニ
替
業
税
ヲ
及
ホ
旦
ノ
ハ
避
ケ
ナ

ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
。
理
論
上
カ
一
フ
巌
格
一
一
論
ス
v

j

、

ム
ジ
ロ
此
重
キ
地
租
7
毛
ツ
ト
腔
ク
下
ケ
-7
置
イ
ア
、
別

論

替
業
読
チ
賦
課
ス
へ
キ
替
業
ヰ
相
国
チ
論
メ

一
六
七

説

第
五
巻

(
第
二
磁

一) 

A
守3

 

少
6
E
8
9

1
1
1
1
I
 

E
1
f
L
I
z
 

-
-
0
5
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o
o
a
o
o
 

a
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a
a
a
 

a
a
汀
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u
U
1
u
u
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a
k
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首官

説

-
六
人

比
百
業
税
チ
賦
課
↓
ハ
へ
キ
倍
業
ノ
縄
国
チ
論
犬

第
五
巻

{
錆
二
競

農
業
ニ
管
業
税
ヲ
諌
F

ル
コ
ト
ト
ス
ル
方
一
元
正
日
y

イ
JP
、
質
際
/
便
宜
カ
-
フ

γ
-ア
ハ
寧
T

U

今
ノ
億
-
一

U
4
7
別
-
一
之

ニ
帥
官
業
枕
ヲ
諜
ヤ
ヌ
方
主
艮
ィ
。
共
-
一
日
本
デ

ρ

農
民
ノ
大
多
数
日
声
自
作
ト
小
作
ト

7
問
ρ

ズ
小
規
模
経
棒
デ
、

資
本
ノ
カ
ュ
依
w
F

ヨ
η
ノ
ρ

人
的
カ
ニ
依
戸
コ
ト
ガ
泊
-
一
大
デ
、
徐
裕
-
一
乏
一
ン
グ
、
(
註
一
七
)
修
業
税
ヲ
謀
セ
ラ
U

F

Y

ト

V
7
ρ

菟
税
世
相
以
下
ナ
戸
モ
ノ
ガ
多
イ
ト
イ
フ
扶
態
一
7
ア
ケ
刀
一
三
此
殿
カ
ラ
イ
フ
ア
モ
之
ニ
瞥
業
税
ヲ
課
ス

F

ヨ
ト
ァ
避
ケ
夕
方
ガ
一
良
イ
。
或
ρ

此
農
業
-
一
於
ケ
庁
徐
裕
ノ
乏
シ
キ
コ
ト
ヲ
以
-7
、
い
ノ

2

f
理
由
ト
セ
ン
ト

ス
Y
者
モ
ア
y
，
カ
(
註
一
八
}
、
大
小
規
模
ノ
凡
へ
ア
ノ
農
業
ニ
就
イ
ア
之
ヲ
イ

7

P
温
キ
ア
居
声
。
更
ラ
ニ
ろ
ノ
ー

ガ
自
作
農
ニ
ニ
管
業
税
ヲ
諜
セ
ズ
小
作
農
戸
一
ノ
J

、
之
ヲ
課
ス
戸
ト
イ
フ
ノ
コ
前
者
戸
別
-
一
地
租
7
負

t
後

者
ρ

之
ヲ
負

ρ
ザ
w
F

ノ
故
-
一
出
グ
戸
ノ
デ
ア

Y
Jガ
、
純
地
代
以
外
ノ
農
業
股
盆
ご
艶

Y
-
7
ρ

小
作
農
ト
費
V
ク
、
自
佑

農
-
-
4
4

諜
枕
ス
戸
コ
ト
ヲ
得
ナ
ケ
レ
パ
ナ
」
フ
メ
一
ろ
ノ

2
カ
自
作
農
ニ
於

7
地
租
ノ
状
態
如
何
日
一
ヨ
リ
別
ニ
笹
業

(

(

 

暁
ヲ
謀
Z

Y

ヤ
否
ヤ
ヲ
決
ス
w
y

ト
イ

7

ρ

E

Y

f
ガ
、
其
同
地
租
ノ
如
伺
バ
ガ
努
V

ク
小
作
農
-
一
割
ス

Y
帥
営
業
税
ノ

謀
否
ヲ
モ
決
ジ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
旦
。
要
ス
U
F

二
農
業
-
一
劉
月
庁
帥
官
業
税
ρ

地
租
ノ
賦
態
ト
農
業
規
模
ノ
事
情
ト
-
一

係
Y

へ
キ
デ
、
日
本
デ

ρ

賓
際
之
-
一
笹
業
税
ヲ
及
ホ
ス
コ
ト
デ
隠
踏
セ
シ
ム
と

mJ7ア
y
o

(
註
-
-
)
む
る
は
る
之
ハ
円
グ
、
農
業
ハ
既
ニ
地
租
一
一
依
り
十
分
課
税
セ
ラ
ル
ト
イ
フ
Y
、
併
v
此
ハ
本
来
士
地
ノ
所
有
ノ
ξ

一
一
係
ル
モ
ノ
デ
ア

ル
。
別
-
一
管
業
税
チ
課
γ
テ
モ
頁
イ
ト
c

わ
い
ゼ
ん
は
る
さ
モ
亦
日
n
夕
、
醤
業
税
ナ
農
業
一
↑
宅
一
蹴
張
ヌ
ル
コ
ト
ず
事
理
ノ
命
メ
ル
所
ア
ア
ル
。
特

一
一
小
作
ノ
場
合
ヱ
明
一
一
献

Y
Tア
ル
。
某
故
ハ
此
-
一
テ
モ
、
同
一
ノ
資
本
エ
テ
、
資
本
及
企
業
利
得
ず
凡
(
テ
他
ノ
替
業
一
一
日
放
ク
ル
ト
地
U
V

グ
生

出

セ
ラ
ル
ル
カ
ラ
ト
。
芸
他
ら
す
毛
農
業
テ
ご
テ
、
笹
業
税
チ
額
二
主
薬
ノ
中
ニ
算
~
テ
陪
ル
。
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ほ
ふ
ま
ん

ρ
日
グ
、
農
業
ハ
既
-
一
地
租
=
ヨ
リ
課
税

LZノ
ル
ル
ノ
故
ニ
ノ
ミ
、
瞥
業
稔
ヨ

9
鯖
レ
ラ
レ
メ
卜
。
ふ
い
す
も
ん
ぐ
ρ
臼
グ
、

租
続
上
ノ
替
業
意
義
ノ
限
界
一
一
闘
シ
テ
円
、
農
謡
農
業
ノ
排
除
Y
、
地
租
ノ
貰
樋
ノ
鴻
メ
ニ
断
裂
ノ
命
ズ
ル
所
ナ
ル
グ
ケ
エ
於
テ
、
此
ニ
ツ
キ
一

日

股
的
一
致
カ
存
ハ
ル
ト
c

註(註
-

E一
)

ろっ

L
わ
l
p
日
グ
、
純
地
代
ノ
ミ
チ
続
ス
ル
完
全
ナ
ル
地
租
一
一
於
テ
戸
、
農
業
カ
疑
モ
ナ
グ
何
一
〆
替
業
税
九
一
ア
課
枕
セ
ラ
レ
ナ
ケ

• 

レ
パ
ナ
ヲ
ヌ
。
之
-
一

y
イ
テ
ハ
自
作
ト
小
作
ト
チ
問
、
小
ナ
イ
。
併
V
多
グ
ノ
地
租
喜
一
眼
ノ
不
告
全
一
一
於
テ
、
農
業
一
一
於
ク
ル
資
本
利
子
及
企
業
者

報
酬
カ
既
ニ
地
祖
ユ
ヨ
リ
テ
多
喜
セ
ラ
レ
テ
居
ル
ト
。
こ
っ
さ
五
タ
此
問
題
チ
決
工
ノ
エ
戸
、
地
問
カ
貴
壁
繁
利
得
チ
続
工
ヤ
否
ヤ

手
確
定
〆
ル
コ
ト
ず
必
要
デ
、
其
衣
粛
デ
肯
定
ト
モ
否
定
ト
モ
ナ
ル
ト
イ
フ
c

{
註
-
四
)
ぷ
わ
川
ト
ふ
あ
l
ハ
日
グ
、
農
業
Y
笹
業
的
企
業
タ
ル
ヨ
ト
ユ
ノ
疑
チ
容

ν
ナ
イ
ず
、
土
地
所
得
税
(
地
租
)
二
ヨ
リ
既
一
一
課
税
セ
ラ
レ
タ

ル
モ
ノ
ハ
二
度
目
笹
業
舵
ユ
ラ
伎
V
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
|
|
然
ジ
小
作
人
ハ
曲
目
業
舵
チ
課
セ
ヲ
レ
ナ
ム
グ

ν
バ
ナ
ヲ
ヌ
ト
岬

わ
る
か

I
ハ
日
夕
、
小
作
人
ρ
宮
然
替
業
栓
チ
課
y
A
キ
宅
ノ
ラ
ア
ル
C

自
作
農
一
一
替
業
税
チ
課
ヌ
ル
コ
ト
ρ
瓦
キ
地
租
y

前
提
ノ
下

関

ユ
ハ
、
無
用
ナ
し
に
蹴
滑
デ
ア
ル
ト
。

L
え
ふ
れ
l
ハ
日
グ
、
小
作
人
一
一
戸
理
論
上
替
業
枕
ノ
賦
課
カ
肯
定
セ
ラ
ル
ル
。
何
ト
ナ
レ
パ
此
グ
地
租
チ
支

(
註
-
五
}

捌
ハ
ナ
イ
カ
ラ
c
|
|
併
V
自
作
農

r某
農
業
一
一
於
テ
牧
入
ス
ル
モ
ノ
戸
鋭
鋒
者
ノ
土
地
、
固
定
及
迩
蹄
資
本
及
紹
佳
券
働
ノ
結
合
V
タ
ル
結
呆

デ
ア
ル
。
故
-
一
地
租
ず
地
伐
-
一
首
ル
農
業
利
得
ノ
ミ
チ
舵
ス
ル
ト
キ
つ
地
祖
ノ
外
ニ
偉
業
積
立
存
立
ス
ル
コ
ト
チ
得
ル
ト
叫
伎
ハ
別
ノ
昆
-
一
於

テ
ハ
日
グ
、
小
作
農
ハ
本
来
替
業
組
ノ
物
龍
ア
ア
ル

u
1
1事
資
上
地
租
ず
祖
税
盟
系
上
公
正
ナ
ル
標
準
ヰ
テ
課
麗
セ
ヲ
レ
ザ
ル
ト
キ
エ
ノ
ミ
、

自
作
農
Y
管
業
稔
ノ
物
健
デ
ア
ル
ト

(
註
-
六
)
ほ
っ
ふ
ま
ん
ハ
臼
グ
、
固
有
ノ
地
代
ノ
升
-
一
、
農
業
一
一
使
用
セ
ラ

ν
タ
ル
野
市
及
資
本
ヨ

q
生
メ
ル
敢
益
て
此
毛
ノ
カ
賓
際
純
所
得

チ
構
成
ス
ル
グ
ナ
デ
ハ
、
視
枕
物
蹴
タ
ラ
ザ
ル
ヘ
カ
ヲ
サ
ル
コ
ト
=
ツ
キ
争
己
ハ
ナ
イ

M
O
ぱ
す
て
l
ぶ
ゐ
ハ
日
夕
、
(
農
民
、
働
圃
ノ
替
業
税
デ

《
亮
除
サ
ル
ル
カ
)
地
租
ヤ
手
P

V
テ
地
代
ノ
上
デ
ア
ツ
テ
、
工
業
利
益
二
割
マ
ハ
ル
読
ニ
唱
街
λ

ル
宅
ノ
ト
見
ル
コ

l
ρ
由
来
斗
ノ
イ
切
。

(
註
一
七
)
ら
う
ρ

日
歩
、
小
資
本
ノ
小
作
農
ρ
普
遁
ノ
凪
百
貨
チ
島
グ
ル
】
一
極
ギ
ナ
イ
。
随
フ
テ
貰
取
持
働
ト
同
一
ュ
取
扱
フ
チ
埴
首
}
ス
ル
。
何

ト
ナ
レ
パ
無
産
ナ
ル
農
業
者
ノ
間
ノ
大
A
y
h

競
争
ず
通
例
各
地
ノ
小
作
料
チ
地
代
ノ
割
合
ユ
大
一
一
高
キ
蕗
マ
デ
牒
リ
上
F
ル
b
ヲ
同
o

論

借
業
暁
チ
賦
課
λ

~

キ
笹
業
ノ
錨
岡
チ
詩
ス

) 
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七
Q 

替
業
税
チ
賦
課
ス
~
キ
替
業
ノ
範
園
チ
論
メ

(
鋪
ニ
焼

回

第
五
巻

ほ
ふ
ま
ん
ハ
一
般
一
一
農
業
税
-
一
一
民
封
サ
ル
ル
哩
由
ト
ジ
テ
什
農
業
一
一
テ
ρ
相
首
ナ
ル
柿
牧
益
Y
多
グ
ノ
場
合
叉
ハ
最
多
グ
ノ
場
合
ユ
之

ナ
キ
コ
ト
叫
農
業
ず
他
ノ
替
業
ヨ
リ
ヱ
守
一
不
利
ナ
ル
事
情
ニ
ア
リ
テ
、
課
税
上
他
ノ
器
薬
ヨ
リ
宅
情
段
ナ
ル
宥
旭
ノ
必
要
ア
ル
コ
ト
チ
事
MLU

ら
う
毛
亦
自
作
農
-
一
倍
幽
増
税
ノ
課
セ
ラ
ル
ル
戸
ト
二
封
プ
ル
故
障
ト
U
V

テ

υ農
業
Y
商
工
業
ノ
如
グ
利
錨
ノ
蹄
滅
ニ
腔
V

テ
魁
盤
ノ
規
模
チ
屈
伸

調
節
ス
ル
コ
ト
ノ
困
断
ナ
ル
宅
ノ
ナ
ル
コ
ト
作
地
主
力
高
官
債
ノ
ヲ
ニ
普
γ
ム
毛
ノ
雪
買
収
一
一
ア
ル
ヨ
卜
九
特
-
一
大
農
及
小
島
ハ
(
中
島
一
一

ω
 

劉
V
)

附
世
普
よ
最
不
利
ナ
ル
境
遇
一
一
ア
ル
コ
ト
チ
摩
ク
ル

c
y
右
農
業
ユ
ツ
キ
一
般
的
ニ
説
明
サ
レ
タ
ル
苦
痛
ρ
小
農
ノ
場
合
ニ
ハ
首
ル
デ
ア
ヲ

ウ
ず
、
大
島
-
一
蹴
テ
ハ
官
ラ
ナ
イ
。
彼
等
ハ
大
斗
ノ
ル
資
本
l
智
識
ト
チ
擁
ジ
テ
、
之
チ
組
曲
冨
ス
ル
コ
ト
Y
世
グ
ト
宅
数
年
間
ノ
平
均
上
、
相
官
ノ

(
註
一
八
)

利
潤
チ
生
メ
ル
コ
ト
チ
前
提
ト
ス
ル
デ
」
ノ
タ
レ
パ
、
之
チ
矯
ス
毛
ノ
デ
ナ
イ
カ
ヲ
。

街
永
ほ
ふ
ま
ん
ρ

右
理
由
ノ
中
ニ
農
業
一
一
在
P
ρ

純
収
益
ノ
確
知
Y
非
常
一
困
難
ナ
ル
コ
ト
チ
算
フ
ル
九
、
ら
、
つ
ハ
却
テ
農
業
ニ
チ
ハ
他
ノ
借
業

一
一
於
ク
ル
ヨ

uz
宅
租
税
評
定
ず
正
確
一
一
近
夕
、
脱
税
少
ー
キ
ノ
故
一
一
、
之
チ
特
一
一
宥
想
ヌ
ル
ノ
正
首
ナ
ル
コ
ト
チ
場

r
い
此
貼
一
於
テ
ハ
賞
際
凋
題

ト
ジ
テ
後
省
チ
官
レ
サ
ト
ヌ
ル
。

二
農
ノ
副
工
業
、
園
萎
果
樹
植
木
漁
業
養
魚
、
牧
畜
等

ハ
其
規
模
ガ
小
デ
ア

9
、

軍
J

一
農
業
ノ
片
手
間
ニ
行

ρ
y
y
ニ

止

守

戸

ト

認

ム

へ

キ

ダ

ケ

デ

ミ

笹

業

ノ

中

ニ

入

ν
ず
Y

ノ
ガ
至
嘗
J
7
7
F
が

、

最

早

本

業

ヨ

リ

壬

却

‘跡

ア

重

要

ナ

戸

地

位

ヲ

占

メ

、

翁

メ

ニ

相

官

ニ

大

ナ

戸

資

本

ヲ

備

で

他

ヨ

リ

人

ヲ

雇

入

レ

ア

笹

ム

ホ

ド

ナ

戸

モ

ノ

ム
ジ
ロ
之
ヲ
管
業
枕
ノ
管
業
ト

γ
ア

取

扱

7

コ
ト
ヲ
至
瞥
ト
ス
戸
。
此
等
ノ
モ
ノ
ガ
原
始
産
業
ナ

y

一就
7

つ

ノ
故
-
一
管
業
枕
ヲ
諜
セ
ズ
ト
イ
ブ
理
由
ρ

ナ
ィ
。
荷
モ
自
給
自
足
ノ
ミ
-
一
甘

y
ゼ
ズ
、
瞥
利
ノ
矯
メ
三
一
総
体
凸
サ
戸

F
以

上

士

y
v
テ

相

常

ニ

大

ナ
F

資

本

ヲ
t
t

用
ユ
Y

ホ

ド

ナ

戸

以

上
ρ

、

怪

業

税

ノ

替

業

ト

ジ

ア

之

ヲ

扱

7
ノ

根
操
ハ
十
分
ニ
ア
庁
。
(
註
一
九
)

(
註
-
九
}
ふ
い
す
も
ん

t
ノ
説
-
一
日
グ
、
種
々
ノ
車
業
的
分
科
ノ
俸
来
的
及
慣
例
的
形
式
一
一
テ
土
地
利
用
ノ
分
証
ト
V
テ
現
ハ
ル
ル
農
業
者
ノ
行
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鋳
ハ
凡
へ
テ
農
業
ト
V

テ
扱
プ
?
キ
デ
ア
ル
{
但
令
瞥
業
的
匝
域
ユ
偶
々
叉
円
副
的
一
一
干
渉
ス
ル
コ
ト
ず
ア
ク
テ
ヱ
。
併
γ
明
ニ
偉
業
的
形
式
一

テ
行
P

ル
ル
行
濡
亡
此
ず
偶
々
農
業
者
ヨ
リ
行
ρ

ル
ル
ト
宅
、
宜
子
矯
メ
一
一
英
盛
業
的
性
質
チ
央
フ
コ
ト
ρ
出
来
ナ
イ
ト
。

三
鱗
業
一
一
ツ
イ
ア
二
予
ク
ノ
園
ュ
於

7
A
別
ニ
鏑
業
枕
ノ
鼠
諜

f
u
y
m
ヨ
リ
、
帥
官
業
税
カ
一
フ
除
外
ス
戸
コ
ト
ニ

ナ
ツ
ア
居

y
o
之
ヲ
帥
官
業
ト
認
メ
ザ
w
y

翁
j

デ
ρ

ナ
イ
(
註
二
O
)
0
日
本
一
一
一
7
モ
亦
タ
然
リ
。
但
ダ
ば
い
え
る
ん
戸
一

ア
同
之
ニ
管
業
税
ヲ
課
ジ
ア
居
y
c

(
註
ニ
ぴ
γ

ら
も
っ

ρ
日
え
鍬
業
ハ
温
州
此
偉
業
枕
ヨ
V

除
升
セ
ラ
レ
タ
o

英
内
人
Y
此
一
一
劃
γ
、
鏑
山
特
槽
ノ
病
メ
ユ
既
一
一
高
イ
鏑
業
税
ラ
課
V

テ
居
ル
カ
ラ
ト
c

其

醤

師

鮮

護

士

等

一
一
瞥
師
瀞
護
士
等
ニ
ハ
管
業
務
ヲ
謀
A

Y

例
モ
ア

y
v月
、
之
ヲ
謀
セ
ザ
Y

例
ガ
少
ク
ナ
ィ
。
我
園
亦
此
後
者
ノ
例

J
7
7
y
d
、
之
品

ρ

賦
課
論
司
仲

-n
勢
カ
ガ
ア
戸
。
之
ヲ
裸
V
ナ
イ
ノ
ρ

決
ジ
ア
令
理
的
」
ア
ρ

ナ
ィ
。
之
ヲ
謀
ジ

ナ
イ
ノ
山
一

ρ

宜
(
ガ
人
的
力

J

一
依
U

F

2

ト
ノ
大
イ
ト
イ
プ
コ
ト
ト
、
他
二
公
共
的
文
化
的
事
業
-
二
十
奥
メ
戸
ト
イ

フ
コ
ト
ト
-
一
因
Y

ノ
デ
ア
庁
。
併
シ
替
師
ノ
如
寺
山
可
ナ
リ
大
キ
ナ
資
本
設
備
7
モ
て
婚
護
土
ノ
如
キ
ρ

割
合
-
一

此
ガ
少
ク
ア
済
ム
ョ
カ
伺
ホ
且
ッ
一
定
ノ
事
務
所
ヲ
構
エ
、
之
ニ
釣
シ
可
ナ

9
高
イ
国
臣
賞
ヲ
僻
セ
ナ
イ
。
此
黙
-
一
於

ア
商
工
業
者
中
ノ
仲
立
替
業
者
ヤ
手
工
業
者
ト
比
較
で
プ
異
戸
山
間
ρ

ナ
ィ
。
後
者
ノ
資
本
設
備
ガ
替
業
タ

y
-
一
十

分
ナ
ラ
バ
、
皆
師
締
護
士
ノ
其
-
プ
モ
之
ニ
十
分
ト
イ

ρ

ナ
ゲ
レ
バ
ナ
ラ
モ
(
註
一
一
一
)
夫
ノ
役
人
勢
働
者
ノ
如
ク
人

-一一展
ρ

レ
ア
人
的
カ
ノ
ミ
ヲ
提
供
ジ
ア
報
酬
ヲ
得
戸
毛
ノ
ト

ρ

星
言
。
叉
彼
等
醤
師
鱗
護
士
等
ガ
司
自
共
的
文
化
的
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競
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チ
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棒
業
税
テ
賦
課
ス
~
キ
倍
業
ノ
範
囲
チ
論
メ

第
玉
巻

(
第
二
械

占，、

七

郎
チ
笹
利
ノ
矯
メ
デ
ナ
夕
、
理
想
的
観
察
黙
カ
ラ
行
動
ス
庁
ト
イ
フ
ガ
、
其
モ
償

事
業
ニ
干
奥
ス
戸
ト
イ
フ
ヂ

4

一
フ
ヌ
♂
成
程
佐
ア
ハ
然
庁
高
官
ナ
Y
精
神
カ
フ
行
ハ
レ
タ
カ
知
フ
只

J

刀
、
今
日
ハ
彼
等
毛
竿
バ
以
上
管
利
ノ
矯
メ

-一行
7

7
居

七

人

ユ

ヨ

ヲ

プ

ρ

金
ク
瞥
利
ノ
翁
メ
品
行
フ
ア
居
Y

ト
イ
ア
テ
モ
一
真
イ
。
物
質
的
傾
向
ノ
上
進
ト

共
ニ
、
此
理
想
的
観
察
黙
が
大
-
一
返
却
V

ツ
γ
ア
戸
コ
ト
ヲ
認
メ
ナ
イ
諜
ニ
行
カ
ナ
ィ
。
之
ニ
全
然
π
公
共
的
文
化

的
意
義
ナ
ジ
ト

ρ

イ
~
ナ
イ
ガ
、
決
シ
テ
主
(
ノ
鋳
メ
ノ
ミ
一
一
行
プ
ア
居
Y

ノ
ダ
ハ
ナ
イ
。
叉
見
様
-
一
ヨ
レ
ハ
今
日

ノ
交
通
経
済
ノ
世
ノ
中
戸
一
活
動
ジ
ア
居
F
4
4
1

其
職
業
ノ
如
何
ヲ
問
A

ズ
皆
ナ
他
人
、
叉
ハ
祉
曾
ノ
潟
j

ニ
貢

献
ジ
ツ
グ
ア

F
鐸
デ
、
商
工
業
者
ト
雄
三
然
リ
デ
ア
戸
。
特
ニ
五
日
々
戸
一
日
常
ノ
生
は
巾
必
要
品
ヲ
供
給
ス
戸
商
人
、

吾
身
ノ
病
ヲ
醤
λ

Y

ニ
必
要
ナ
P
薬
品
ヲ
供
給
ス

Y
薬
屋
、
吾
々
」
一
見
聞
ヲ
康
ム
ル
機
舎
ヲ
奥
7

Y
運
送
業
者
、

吾
々
ノ
不
慮
ノ
災
害
-
一
鈎
λ

F

経
済
上
ノ
危
険
ヲ
排
除
旦
戸
保
険
業
者
月
へ
ア
此
等
ノ
者
ぞ
枇
曾
ニ
封

γ
一
プ
確
カ

F-n
公
共
的
叉
ハ
人
丈
的
貢
献
ヲ
翁

γ
-
7
居
戸
。
其
-
ニ
到
u
y
-
一Y
其
替
利
ヲ
目
的
ト
ス
戸
ノ
黙
ュ
着
眼
三
其
ノ
之
五

人
的
物
的
カ
ノ
共
働
ス

Y
黙
-
一
着
眼
ジ
一
ア
管
業
枕
ヲ
賦
課
λ

u

y

ナ
一
フ
バ
、
何
故

J

一
醤
師
締
護
士
等
-
一
モ
管
業
税
ヲ

賦
課
ジ
ナ
イ
カ
ヲ
解
ス
戸
ニ
苦
ジ
マ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
。
{
註
二
一
一
}

(
註
ニ
-
)

A

い
ず
ち
ん
ヤ
日
グ
、
今
日
ノ
狭
義
ノ
管
業
者
ノ
大
毅
(
仲
立
業
者
手
工
業
者
等
}
力
制
立
ナ
ル
自
由
職
業
者
(
醤
師
、
錦
護
士
等
)
ヨ
リ

モ
一
層
少
会
替
業
財
産
チ
有
ナ
、
而
宅
一
層
合
キ
収
益
チ
場
F
ル
コ
チ
考
慮
ス
ル
ト
キ
ハ
、
比
両
者
ノ
間
一
一
異
リ
タ
ル
課
税
上
ノ
取
扱
チ
矯

ス
コ
ト
ヲ
不
首
ト
V
ナ
ケ

ν
パ
ナ
ラ
ヌ
し
某
退
健
政
治
家
ハ
日
夕
、
閣
師
崎
市
議
土
手
-
一
在
テ
ハ
其
所
得
源
ρ

其
労
力
一
一
軒
ス
ル
報
酬
デ
ア
ル

r
i
-
-漸
衣
此
Y
佳
業
耽
一
一
移
ル
ヨ
ト
一
一
ナ
ツ
タ
。
其
ハ
少
グ
ト
モ
多
h
y
資
本
ノ
カ
ず
之
一
一
訓
ハ
ル
声
ラ
デ
ア
ル
。
例
之
磐
師
ρ
升
科
的
道
具

!<~uisting， a. el.. O. S. 3/5 
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チ
、
将
謎
十
円
法
律
書
チ
備
エ
ナ
ム
グ

ν
パ
ク
ヲ
ヌ
。
陛
テ
持
細
川
ノ
拡
得
)
資
木
モ
共
力
λ

ル
コ
ト
ト
ナ
ル
L
U

ふ
い
い
す
も
ん

t
ハ
臼
グ
、
自
由
職
業
ノ
負
託
丸
利
得
チ
目
的
?

V
テ
一
眼
組
消
交
謹
一
一
干
提
λ

ル
コ
ト
チ
示
λ

F

L
グ
デ
円
、
観
念
上
鶴

業
二
割
フ
ル
コ
ト
チ
得
ル
ト
。

(
註
一
一
一
一
)

二

倍

7
締
護
土
欝
師
等
-
一
毛
日
時
い
業
税
ヲ
賦
課
λ

ル
ト
一
て
ア
更
ナ
声
問
題
ハ

A
管
業
槍
ヲ
横
張
シ
一
ア
此
等
ノ
者
↓
吋
ノ
包

括
マ
ハ
ル
コ
ト
ト
ス
U
F

ャ
、
別
ニ
特
段
ナ
戸
租
税
ヲ
起
ス
コ
ト
ト
ス

Y

ヤ
デ
ア

F

ガ

、

此

等

ノ

モ

ノ

ヲ

替

業

l
同一

三
取
扱
ρ
ヲ
ト
イ
フ
趣
旨
ョ
。
y

シ
F
ρ

之

7
特
業
枕
中
-
一
包
合
セ
ジ
ム
戸
ノ
ガ
至
醤
J

プ
ア
亡
き
言
一

)
B
衣
-
一
叉
問

題

ト

ナ

Y

ハ
業
課
枕
標
準
デ

7

Y

ガ
、
其
ニ
ア
イ
ア
ハ
牧
入
金
額
、
建
物
賃
貸
債
格
、
従
業
者
ノ
数
ノ
三
ヲ
採
戸

ヲ

可

ト

ス

戸

。

牧

入

金

額

ノ

不

正

俗

不

十

分

ナ

戸

所

7
.
後
ノ
二
者
ニ
ヲ

?
F
幾

分

ヵ

補

償

λ

y

コ
ト
ト
ナ
庁
。

(
註
ニ
=
一
)

I

一
般
替
業
説
中
一
二
官
官
ス
ヘ

V

ト
イ
フ
円
例
之
わ
く
な
1
7
、
彼
ハ
臼
グ
、
調
立
一
一
テ
倍
利
目
的
ニ
テ
行
フ
所
ノ
向
出
職
業
(
図
師

持
護
士
、
私
教
師
い
著
述
家
、
美
術
家
、
技
術
謀
等
)
ハ
趨
福
岡
上
戸
通
例
ノ
鶴
業
一
一
近
グ
、
随
ヅ
テ
替
業
税
ノ
搬
張
ュ
依
リ
テ
之
汁
緒
一
一
課
税

問

)

ス
ル
コ
ト
チ
得
ル
ト
。
ふ
い
す
も
ん
ぐ
モ
亦
夕
、
所
開
笹
業
ト
共
ェ
燭
立
ナ
ル
自
由
職
業
行
矯
』
士
七
課
枕
ス
ル
凪
商
業
税
チ
主
張
九
ル
。

2
之
二
割

vv
白
由
職
業
チ
濁
立
一
一
課
税

4

ハ
ル
ヨ
ト
チ
唱
ア
ル

ρ
L
H
Zれ
I
P
、
伎

ρ
日
グ
、
自
由
職
業
(
静
護
士
、
鶴
岡
、
若
述
業
等
)
並
」
一
賃
金
取
ハ
此

M
W

一
般
所
得
枕
一
一
テ
十
分
ユ
課
税
k
ヲ
レ
T
イ
ト
キ
コ
替
業
投
ト
ハ
分
離
V
テ
課
税
ス
ル
チ
可
ト
ス

h
o
叉
日
グ
燭
立
-
一
倍
マ
ル
ル
自
由
職
業

主
世
グ
ρ
寧
ロ
偉
業
続

T
V分
離
サ
ル
ル
。
之
チ
俸
給
砥
ノ
中
ニ
入
ル
ル
不
合
理
士
租
砥
技
術
上
ノ
賞
際
埋
尚
ノ
矯
メ
ユ
雑
誌
セ
ラ
ル
ル

N
。

括

= Eヨ

以
よ
要
之
、
帥
官
業
税
ニ
於
ケ
戸
経
業
ノ
範
園
ρ

卑
質
ヨ
リ
見
-
一
Y

モ
愛
護
ヲ
田
地
ゲ
且
ツ
多
様
ヲ
示
メ
ジ
一
プ
居
戸
。

E面

設

替
業
続
チ
賦
課
ス
A

キ
管
業
ノ
範
囲
チ
論
メ

第
五
巻

(
第
二
蹴

七

七
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論

説

替
業
税
チ
賦
課
万
八
キ
岨
官
業
ノ
縮
問
チ
論
メ

第
五
巻

(
第
二
一
瞬

ノL
) 

七
四

理
論
上
品
毛
異
誘
山
ア

F

ガ
、
木
税
ノ
租
枕
臆
系
中
ノ
地
位
ニ
顧
ミ
一
一
y
、
之
ヲ
企
業
的
経
特
ト
解
Z

Y

ヲ
最
巡
嘗

ト
シ
、
随
ッ
ァ
官
二
問
エ
業
及
附
田
FJ同
業
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
農
業
等
ノ
原
始
産
業
ヤ
醤
師
締
護
士
等
ノ
自
由
職
業
一
一

-7
て
荷
ク
モ
其
ず
企
業
的
-
一
経
瞥
サ
w
F
W
Y

以
上
戸
、
之
ア
一
品
目
業
枕
ノ
帥
即
日
業
範
囲

J

一
包
稲
セ
シ
ム

F

7
至
嘗
ト
只

七

唯

ダ

硝

業

ρ

別
ニ
備
業
税
ず
ア
ケ
カ
夕
、
除
外
ス
U
F

ト
H
V

、
更
フ
ニ
農
本
業
ト
共
純
然
夕
立
刷
業
ト
主
伸
、

日
本
ノ
地
租
ノ
温
室
ナ

Y

コ
ト
ト
、
日
本
ノ
農
業
ノ
一
般
ニ
小
規
模
ナ

Y

コ
ト
ト
ニ
顧
ミ
一
プ
宥
部
ス

Y
ト
ジ
ァ
、

共
他
ノ
毛
ノ

ρ

荷
ク
モ
企
業
的
-
一
経
皆
f

w

F

ル

以

上

士

ス
へ
日
プ
耐
官
業
税
ア
及
ホ
エ
・
コ
ト
ユ
ジ
タ
イ
ロ
特
ニ
不
取

敢
、
融
商
師
鮮
護
士
ニ
帥
官
業
税
ヲ
及
ホ
只
コ
ト
ガ
最
適
開
制
ノ
庭
置
J
7
7
Y
ト
信
ズ
戸
。

(
附
記
)

↑
本
支
】
一
戸
時
師
錦
護
士
ニ
ツ
キ
特
別
ノ
説
明
チ
V

タ
て
其
他
之
-
一
準
ス

2
2
ノ
ハ
益
詮
人
、
一
叉
ρ
搬
入
ノ
制
定
百
二
附
ル
私
立
事
校
ノ
如

キ
ア
、
特
ニ
此
私
立
事
校
ノ
中
-
一
貫
隙
佳
利
的
ナ
ル
Y
少
カ
ヲ
ザ
ル
コ
ト
チ
看
過
ざ
ア
ハ
テ
ラ
ヌ
。

コ
究
臨
師
、
擁
護
士
ノ
如
キ
モ
ノ
コ
タ
キ
テ
宅
、
英
艦
替
上
益
々
倍
利
的
色
彩
ノ
濃
厚
ト
ナ
ル
傾
ア
ル
コ
}
ノ
唱
す

Pν
ゴ
イ

O

戒
企
業
主
菟
ハ
資

本
主
Y
ア
ア
テ
、
数
多
ノ
擁
護
士
官
入
戸
噛
師
チ
使
ヅ
テ
行
グ
。
其
企
業
主
資
本
主

r初
メ
了
ハ
白
ヲ
宅
瀞
護
士
叉
ρ

摺
師
デ
ア
ク
タ
ノ
刻
、
段
々

ト
純
然
タ
ル
企
業
主
又
ハ
資
本
主
ニ
ナ
ヅ
平
以
来
ル
。
斯
グ
テ
遂
ニ
ハ
盛
丸
組
織
一
一
マ
デ
瑳
謹
ス
〈
キ
運
命
ニ
ア
ル
ト
思
P

ル
ル
。

校
正
二
際
V

飴
白
チ
議
見
U
V

タ
ル
ニ
ヨ
9
一
言
足
ラ
ザ
ル
所
チ
楠
銑
y
ル。
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